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第９回 松戸市景観表彰 屋外広告物申請分（令和３年度）開催要項 

 

１ 目的 

この要項は、松戸市景観条例第２２条の規定による景観表彰（以下「表彰」という。)、

松戸市景観表彰に関する要綱（以下「要綱」という。)及び松戸市景観表彰実施要領

（以下「要領」という。)に基づく表彰の開催に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

２ 対象 

第９回（令和３年度）の表彰は、以下の各号に該当するものを対象として実施する。 

⑴ 要綱第３条⑵、要領２⑴及び３⑵に規定する届出・申請分のうち、千葉県屋外

広告物条例に基づき申請のあったもの。 

⑵ 要領３⑵ウ(イ)の規定に従い、平成３０年度から令和２年度の３か年の間に申請

のあったもの。 

３ 選考 

表彰の選考は、要領４⑶の規定に従い、以下のとおり実施する。 

⑴ 表彰対象の１次選考 

２で対象とした屋外広告物について、都市計画課職員が基準に基づき抽出及び

配点し、そのうち点数の高いものから表彰及び選考を実施することに同意したも

のを選考する。 

⑵ 表彰対象の２次選考 

⑴で選定した屋外広告物について、松戸市景観形成庁内調整会議内に設置する

「松戸市景観形成庁内検討会 景観表彰調整部会」で法令順守等について確認の

上、「景観表彰庁内選考委員会」に諮り、選考する。 

⑶ 表彰対象の３次選考 

⑵で選考した屋外広告物について、屋外広告物の専門家である千葉県屋外広告

美術協同組合による審査に基づき選考する。審査は現地確認の上、採点により行

うものとする。 

⑷ 表彰対象の最終選考 

⑶で選考した屋外広告物について、松戸市景観審議会に諮り、受賞候補を選出

する。 
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４ 景観賞 

⑴ 表彰における賞の区分は要領５⑵のとおり、大賞、優秀賞及びその他表彰に値

するものとし、そのすべて若しくはいずれかを選出できるものとするが、３⑶に

おいて適当な受賞候補が選出されなければ該当なしとすることもできる。 

⑵ 景観賞の授与及び周知（公表）は、受賞候補選出後、対象者に受賞及び公表の

同意を確認の上、改めて行うものとする。 

５ その他 

この要項に定めのないことは、基本的な方針等については要綱及び要領に従うもの

とするが、そのいずれにも記載のない事項については、必要に応じ、市長が別に定め

るものとする。 


